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別紙８ （第４９条、第６７条関係）

サービス対価について

１ サービス対価の構成

甲が乙に支払うサービス対価は以下のとおり構成される。

ア 施設購入費：本件建設施設の建設等に係る施設整備業務の対価に相当する費用(う

ち取引に係る消費税及び地方消費税は施設購入費から割賦金利を差

し引いた金額に105分の５を乗じた額）

うち取引に係るイ 維持管理費：本件管理施設の維持管理業務の対価に相当する費用(

消費税及び地方消費税は維持管理費に105分の５を乗じた額)

サービス対価の構成一覧表

区分 項目 該当する業務等

ア

施設整備費 ・調査業務施設購入費

国庫補助金申請書類等の作成支援並びに建設工相当 ・設計業務（

事及びその関連業務に伴う各種申請等の業務を含む ）。

・建設業務

割賦金利 ・施設整備費相当の割賦支払にて生じる金利

イ

・維持管理業務（駐車場管理業務を除く ）維持管理費 。

２ 各費用の算定方法

ア 施設購入費

(ｱ)施設整備費相当

上記の「サービス対価の構成一覧表」において施設整備費相当として定める業務

の対価に相当する費用とする。

ａ 一時払金

Ⅱ期エリア及びⅢ期エリアの本件建設施設のそれぞれの引渡し完了後、それぞ

れの施設整備費相当の２分の１の金額を支払う。

ｂ 分割払金

Ⅲ期エリアの本件建設施設引渡し完了後、施設整備費相当から一時払金を差し

引いた金額（元金）及び割賦支払に必要な割賦金利を、平成４０年３月末まで

半年ごとに元利均等で支払う。

(ｲ)割賦金利

施設整備費相当の分割払に必要な割賦金利を支払う。基準金利及びスプレッドは

以下のとおりとする。

ａ 基準金利

契約成立日の２営業日前の午前１０時現在の東京スワップレファレンスレート

（ＴＳＲ）として、テレレート17143頁に表示される６ヶ月LIBORベース１０年物

（ ） 。 、 、円－円 金利スワップレートとする なお 提案書提出時に使用する基準金利は

平成１６年１２月１日を契約成立日と仮定して設定するものとする。

ｂ スプレッド

乙が入札時に提出した提案書に記載した率とする。
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イ 維持管理費

上記の「サービス対価の構成一覧表」において維持管理業務の対価に相当する費

用とする。

・Ⅰ期エリアの維持管理業務開始後、平成１７年９月末までの業務を第１回とし、

平成４０年３月末まで、半年ごとに計４６回にわたり、５月と１１月に支払う。

・各回の支払額はⅠ期、Ⅱ期、Ⅲ期エリアそれぞれの維持管理業務開始後、それぞ

れの維持管理費を各回、平準化して支払う。Ⅲ期エリアの維持管理業務開始後は

総額して均等額となる。

・１１月支払の対象期間は当該年度の４月から９月まで、５月支払の対象期間は前

事業年度の１０月から３月までとする。

・ただし、各期エリアにおける初回の支払額については、各期エリアの維持管理業

務開始の日から当該日の属する対象期間の最終日までの日数に応じて日割り計算

を行う。

３ サービス対価の支払方法

サービス対価は、原則として以下のとおり支払うものとする。

(1)支払手続

ア 施設購入費

(ｱ)一時払金

・乙は、本件建設施設引渡し完了後、速やかに甲に対して請求書を提出する。

・甲は、請求書を受理した日から３０日以内に支払う。

(ｲ)分割払金

、 、 。・乙は 毎年４月及び１０月の各１日以降 速やかに甲に対して請求書を提出する

・甲は、請求書を受理した日から３０日以内に支払う。

イ 維持管理費

・甲は、定期的に業績監視を実施し、要求水準書等に適合した履行がなされている

ことを確認した上で支払う。

・乙は、甲に対して、翌月５日まで（上半期報告書については１０月１０日、業務

年報については４月１０日まで）に業務報告書（別紙１０に定める。以下同じ ）。

を提出する。

・甲は、業務報告書の提出を受けた後、遅滞なく業績監視を行う。

、 、 。・甲は 業務報告書提出日から１０日以内に 乙に対し､業績監視の結果を通知する

また、甲は、各対象期間の最後（３月、９月）の業務報告書を受領した後１０日

以内に、当該月の業績監視の結果を通知すると同時に、６ヶ月分の罰則点の合計

を計算し、乙に支払額を通知する。

・乙は、判明した支払額を集計し、速やかに甲に対して請求書を提出する。

・甲は、請求書を受理した日から３０日以内に支払う。

(2)減額措置及び支払留保

ア 減額措置

維持管理費については、業績監視の結果に応じ、別紙１０に定めるところにより、

サービス対価の支払額を減額する。

イ 支払留保

業績監視の結果、維持管理費の減額値が支払額の上限に達した場合は、施設購入費

の支払を留保することがある。この場合において、当該留保に係る期間中の遅延利

息は支払われない。なお、支払を留保された施設購入費は、甲が要求水準未達成の

回復を確認した時点で支払われる。ただし、要求水準未達成のまま本契約が解除さ

れた場合は、本契約第７４条第４項に従って支払われる。
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４ サービス対価の改定

(1)施設購入費

基準金利の変動を勘案し、以下の方法により見直しを行う。

ア 改定時期

・平成３０年４月１日から事業期間終了時までの期間について基準金利の変動を反映

した改定を行う。

・平成３０年１０月１日以降に支払われる施設購入費に反映させる。

イ 改定後の基準金利

平成３０年４月１日の２営業日前の午前１０時現在の東京スワップレファレンスレ

ート（ＴＳＲ）として、テレレート17143頁に表示される６ヶ月LIBORベース１０年

物（円－円）金利スワップレートとする。

(2)維持管理費

毎事業年度、物価変動を勘案し、以下の方法により見直しを行う。

ア 改定の方法

イの条件に該当する場合に維持管理費の改定を行い、翌事業年度の１１月以降の維

持管理費の支払に反映させる。改定する場合は、ウの算定式に従って各年度の維持

管理費を確定する。なお、改定率に小数点以下第４位未満の端数が生じた場合は、

これを切り捨てるものとする。

イ 改定の条件

毎年の８月次の「物価指数月報 （日本銀行調査統計局）における「企業向けサー」

ビス価格指数 建物サービス」が前回の改定時と比べて３ポイント以上変動した場

合に維持管理費の改定を行う。ただし、初回の改定は、平成１７年８月次の指数に

対して毎年の指数が３ポイント以上変動した場合に改定を行う。

ウ 計算方法

(ｱ)初回改定時の計算方法

ｔ ｔ-1 t-1 17P ＝P ×CSPI /CSPI

P :t年度のサービス対価のうち維持管理費ｔ

CSPI :t年度８月次の「物価指数月報 （日本銀行調査統計局）における「企業向けt 」

サービス価格指数 建物サービス」

CSPI :平成１７年８月次の「物価指数月報 （日本銀行調査統計局）における「企17 」

業向けサービス価格指数 建物サービス」

(ｲ)２回目以降の改定時の計算方法

ｔ ｔ-1 t-1 nP ＝P ×CSPI /CSPI

P :t年度のサービス対価のうち維持管理費ｔ

CSPI :t年度８月次の「物価指数月報 （日本銀行調査統計局）における「企業向けt 」

サービス価格指数 建物サービス」

CSPI :前回改定時８月次の「物価指数月報 （日本銀行調査統計局）における「企n 」

業向けサービス価格指数 建物サービス」



- 4 -

５ サービス対価の金額及び金額の内訳

ア 施設購入費

(ｱ)施設整備費相当

元金 金 円

（うち取引に係る消費税及び地方消費税 金 円）

(ｲ)割賦金利

基準金利 %＋提案スプレッド %により算定した金額

支払時期 支払総額

（ ）Ⅱ期エリア施設引渡し時 金 円 Ⅱ期エリア施設整備費相当の50%

（ ）Ⅲ期エリア施設引渡し時 金 円 Ⅲ期エリア施設整備費相当の50%

平成２０年度 ～ 元金 金 円

平成３９年度 割賦金利 基準金利 %＋提案スプレッド %により算定

した金額

イ 維持管理費に係る費用

金 円

（うち取引に係る消費税及び地方消費税 金 円）

対象期間 支払総額

平成１７年 ８月 １日～ 金 円（Ⅰ期エリア維持管理費 （※１））

平成４０年 ３月３１日

平成１８年１２月 １日～ 金 円（Ⅱ期エリア維持管理費 （※２））

平成４０年 ３月３１日

平成２０年 ４月 １日～ 金 円（Ⅲ期エリア維持管理費 （※３））

平成４０年 ３月３１日

※１ 期間中の支払回数は４６回とし、初回の支払額は日割り計算を行う。

第２回～第４６回の支払額は残額の４５分の１とする。

※２ 期間中の支払回数は４３回とし、初回の支払額は日割り計算を行う。

第２回～第４３回の支払額は残額の４２分の１とする。

※３ 期間中の支払回数は４０回とし、初回の支払額は日割り計算を行う。

第２回～第４０回の支払額は３９分の１とする。

、 「 」(注) 平成１９年度以降の支払額は前年度の支払額に 上記 ４ サービス対価の改定

の(2)の改定率を乗じて得られる額とする。


